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田園ホール・エローラの条件付き使用許可について 

 

田園ホール・エローラの使用許可について、令和４年９月２９日から当面の間、下記の条件を追加しま

す。大変ご不便をおかけしますが、みなさまの安心・安全のため、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。 

 

【１】ホワイエの一部を「使用不可区域」とします ※下図参照 

当面の間、ホワイエが新型コロナウイルスワクチン集団接種の会場となるため、ホワイエの一部を「使用不可

区域とします。 

「使用不可区域」の使用および通り抜けはできません。 

【２】係員の配置について ※下図参照 

２名の係員を常時配置してください。 

係員は、通常時には「使用不可区域」周辺を見守ってください。また、非常の際には、避難経路確保のため仕

切り板の移動等を行ってください。 

※なお、客席に観客を入れない場合、係員は不要です。（ホワイエのトイレも使用しないでください。） 

【３】その他 

①使用料は従来どおりです。 

②音楽室の貸出も中止しています。 

③ロビー、ギャラリー、ラウンジ等の一部に新型コロナウイルスワクチン集団接種会場の設営がされていま

す。イベント等に支障が出る場合はあらかじめご相談ください。 

 

田園ホール・エローラ平面図 

 

 


